


　内保連役員・運営委員会・加盟学会一覧

理事・監事・名誉会長・顧問
理 事 長
副 理 事長
理 事
監 事

23.アレルギー関連委員会 福永　興壱

名 誉 会長
顧 問

小林　弘祐
伊東　春樹　　蝶名林直彦　　横谷　　進　　髙橋　和久
渥美　義仁　　上村　直実　  大西 　 洋　　荻野美恵子　　清水惠一郎　　平川　淳一　　古川　泰司　
井田　正博　　横手幸太郎
齊藤　壽一
工藤　翔二　　清水　達夫　　土器屋卓志　　宮澤　幸久

運営委員会
米山　彰子1. 検査関連委員会 14.悪性腫瘍関連委員会 室　　 圭

近藤  太郎
20.在宅医療関連委員会 清水惠一郎

日本総合病院精神医学会日本小児科医会

日本整形外科学会 日本臨床細胞学会
日本産科婦人科学会

日本生殖医学会 日本臨床腫瘍学会

9. 血液関連委員会 小松　則夫
10.呼吸器関連委員会 西村　善博

日本腹膜透析医学会
日本癌治療学会 日本磁気共鳴医学会 日本不整脈心電学会
日本急性血液浄化学会

加盟学会

清水　伸幸

22.病理関連委員会 佐々木　毅

日本周産期・新生児医学会
日本消化管学会

日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会

日本小児アレルギー学会
日本小児栄養消化器肝臓学会

日本精神科病院協会
日本精神神経学会
日本精神分析学会
日本脊髄障害医学会
日本摂食嚥下リハビリテーション学会
日本先天代謝異常学会

日本臨床神経生理学会

15.精神科関連委員会 福田　正人
16.心身医学関連委員会 河合　啓介

日本臨床検査専門医会
日本産婦人科医会

2. 放射線関連委員会 待鳥　詔洋
3. リハビリテーション関連委員会 近藤　国嗣

17.小児関連委員会 横谷　 　進

8. 腎・血液浄化療法関連委員会 川西　秀樹

4. 消化器関連委員会 村島　直哉
5. 循環器関連委員会 池田  隆徳 18.女性診療科関連委員会 西 　洋孝

19.内科系診療所委員会

日本外来小児科学会 日本心不全学会 日本不安症学会

日本皮膚科学会
日本環境感染学会 日本新生児成育医学会 日本肥満学会
日本感染症学会 日本心臓血管内視鏡学会 日本病院会

日本カプセル内視鏡学会 日本心身医学会

日本胃癌学会 日本小児心身医学会 日本東洋医学会
日本移植学会 日本小児循環器学会 日本動脈硬化学会
日本医真菌学会 日本小児腎臓病学会

日本肺癌学会

日本認知症学会
日本エイズ学会 日本心エコー図学会 日本脳神経外科学会
日本遠隔医療学会 日本神経学会 日本脳卒中学会

日本神経治療学会

日本運動器科学会 日本小児リウマチ学会

日本温泉気候物理医学会

日本内科学会
日本遺伝カウンセリング学会 日本小児精神神経学会 日本内分泌学会
日本遺伝子診療学会 日本小児内分泌学会 日本乳癌学会

日本化学療法学会 日本神経免疫学会 日本ハイパーサーミア学会
日本核医学会 日本心血管インターベンション治療学会 日本泌尿器科学会

日本臨床整形外科学会
日本臨床内科医会
日本臨床微生物学会
日本リンパ網内系学会
日本老年医学会

日本眼科学会 日本心療内科学会

日本肝臓学会 日本心臓病学会 日本病態栄養学会
日本緩和医療学会 日本心臓リハビリテーション学会 日本病理学会

日本児童青年精神医学会 日本フットケア・足病医学会

日本リウマチ学会

日本呼吸療法医学会 日本膵臓学会 日本臨床栄養学会

日本脈管学会
日本高次脳機能障害学会 日本自律神経学会 日本輸血・細胞治療学会
日本呼吸器学会

日本耳鼻咽喉科学会 日本婦人科腫瘍学会
日本結核病学会 日本循環器学会 日本ヘリコバクター学会
日本血栓止血学会 日本女性心身医学会 日本放射線腫瘍学会

日本骨粗鬆症学会 日本睡眠学会 日本臨床検査医学会

日本腎臓学会 日本腰痛学会

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 日本人類遺伝学会 日本リハビリテーション医学会

6. 内分泌・代謝関連委員会 田中　正巳
7. 糖尿病関連委員会 渥美　義仁

日本アフェレシス学会 日本小児感染症学会
日本アルコール関連問題学会 日本小児救急医学会 日本痛風・尿酸核酸学会

13.感染症関連委員会 齊藤　義弘

21.栄養関連委員会 渥美　義仁

12.膠原病・リウマチ性疾患関連委員会 髙崎　芳成 25.遠隔医療関連委員会 伊東　春樹

日本小児科学会 日本造血細胞移植学会 （137学会）

日本透析医学会
日本医学放射線学会

日本超音波医学会

11.神経関連委員会 長谷川泰弘 24.内視鏡関連委員会（内保連外保連合同）

日本アルコール・アディクション医学会 日本小児血液・がん学会 日本てんかん学会

日本小児神経学会 日本糖尿病学会
日本アレルギー学会 日本小児呼吸器学会

日本老年精神医学会

日本在宅医療連合学会

日本頭痛学会

日本呼吸器内視鏡学会 日本腎臓リハビリテーション学会

日本高血圧学会 日本女性医学学会

日本血液学会



















































第２号議案．2020 年度事業計画・予算案の件 

 
 
 
 
 
 
 
 

一般社団法人 内科系学会社会保険連合 
 
 
 

＜2020 年度＞ 
事業計画書 
収支予算書 

 
 
 
 

自 2020 年 4 月  1 日 
至 2021 年 3 月 31 日 
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2020 年度 

一般社団法人内科系学会社会保険連合事業計画 

 
1. 会議（理事会，運営委員会，社員総会，委員会）の開催 
 
2. 診療領域別委員会（25 領域）の開催 
 
3. 2022 年度診療報酬改定作業 
 

(1) 2022 年度診療報酬改定提出書類 
① 上記について医療技術評価分科会に提出される内容のもの（未収載および既収載） 
② 上記以外で内保連から保険局医療課に提出するもの（基本診療料） 
③ 薬剤の適用拡大等の厚労省医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課扱いとなるもの 

(2) スケジュール（案） 
① 第一次提案書提出締切：2020 年 12 月 10 日 
② 提案書最終提出締切：2021 年 4 月 22 日 
③ 各委員会での最終調整締切：2021 年 5 月 31 日 
④ 提案書を厚労省に提出：2021 年 6 月 

(3) 内保連によるヒアリングの実施：2021 年 4 月 
(4) 2022 年診療報酬改定書（冊子）の作成 

 
4. 医療技術負荷度調査 
  担 当：高橋和久副理事長 

委員会：医療技術負荷度調査委員会 
内科系入院症例について実態調査を実施し、A～D ランクとなる疾患・病態の総合負

荷を診断群分類 14 桁ベースで体系的に評価する。 
 
5. 内保連・外保連意見交換会の開催 

「基本診療料」等に係わる要望などについて継続的に意見交換会を行う。 
 
6. 内保連・外保連合同 AI 診療検討委員会 

「AI 診療」に係わる要望などについて意見交換会を行い、厚労省主催の AI 開発加速

コンソーシアムにて提案等を行う。 
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7. 第 21 回三保連合同シンポジウムの開催（延期のため開催日は未定） 
■内保連担当 

 テーマ：これからの医療～AI、手術ロボット、遠隔医療～ 
 演 者： 

1) AI による医療の変革：平澤 俊明（がん研究会有明病院 消化器内科） 
2) 診療における AI の活用－病理診断－： 

佐々木 毅（東京大学大学院医学系研究科 次世代病理情報連携額講座） 
3) 在宅療養者にやさしい便秘アセスメント－AI 技術を取り入れる： 

真田 弘美（東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 老年

看護学/創傷看護学兼 医学系研究科附属 グローバルナーシングリサー

チセンター） 
4) 保険診療におけるロボット手術： 

瀬戸 泰之（東京大学大学院医学系研究科 消化管外科学） 
 総合討論： 

司会：小林 弘祐（内保連理事長） 
     岩中  督（外保連会長） 

     山田 雅子（看保連代表理事） 
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提出一覧 
 内保連加盟学会委員を対象としたアンケートは 28 件の回答をいただいた。（医科点数表区分番号順） 
 

医科点数表区分番号 名 称 学会名 
A205 1 救急医療管理加算 1 日本小児腎臓病学会 
B001 23 特定疾患治療管理料（がん患者指導管理料） 日本人類遺伝学会 

C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 
日本臨床栄養学会 
（及び日本臨床栄養協会） 

C150 7 
血糖自己測定器加算（間欠スキャン式持続血

糖測定器によるもの） 
日本小児内分泌学会 

D004 3 穿刺液・採取液検査 日本痛風・尿酸核酸学会 
D006-4 遺伝学的検査 日本遺伝カウンセリング学会 
D006-4 遺伝学的検査 日本人類遺伝学会 
D006-4 遺伝学的検査 日本人類遺伝学会 

D007 38 血液化学検査（血中セレン測定） 
日本臨床栄養学会（日本透析医学

会） 
D008 
25~36 

内分泌学的検査（骨粗鬆症における骨代謝マ

ーカー測定要件の見直し） 
日本臨床整形外科学会 

D012 18 感染症免疫学的検査 日本透析医学会 
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 日本臨床整形外科学会 
D206 
注 2 ⑦ 

冠攣縮性狭心症の診断における冠攣縮誘発薬

物負荷試験 
日本心血管インターベンション治

療学会 
D214 6 血圧脈波検査 日本高血圧学会（日本循環器学会） 

E200-2 血流予備量比コンピューター断層撮影 
日本心血管インターベンション治

療学会 
J024 酸素吸入（1 日につき） 日本小児循環器学会 
J039 血漿交換療法 日本アフェレシス学会 

J039 (15) 
薬物治療抵抗性・進行性原発性ネフローゼ症

候群に対する LDL アフェレシス療法 
日本腎臓学会 

J045-2 一酸化窒素吸入療法 日本新生児成育医学会 
K570-4 経皮的肺動脈穿通・拡大術 日本小児循環器学会 
K598 1 
K598-2 1 

両心室ペースメーカー移植術 
両心室ペースメーカー交換術 

日本小児循環器学会 

K612 1 末梢動静脈瘻造設術 日本透析医学会 
M001 対外照射 日本放射線腫瘍学会 
M003 (4) 電磁波温熱療法 日本ハイパーサーミア学会 
N003-2 迅速細胞診 日本病理学会 
N003-2 2 迅速細胞診 日本消化器内視鏡学会 
N006 病理診断料 日本病理学会 
N006 2 
注 4 

病理診断料 ２細胞診断料 注４ 
イ病理診断管理加算 1、ロ病理診断管理加算 2 

日本臨床細胞学会 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本小児腎臓病学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

A 基本診察料 205 1 
 
○ 名称（技術名等） 

救急医療管理加算 1 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

「（ウ）呼吸不全」の算定において動脈採血による P/F 比の測定が必要になりました。しか

し、小児では動脈採血は侵襲があまりに大きく、また難易度も高い手技であり、全身麻酔も

しくは ICU 以外で動脈血液ガス分析をおこなうことは殆どありません。酸素投与必要量と経

皮的動脈血酸素飽和度と、呼吸努力などの身体所見で呼吸不全を判断し、気管内挿管などの

必要の有無を含め治療方針を決めています。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

小児においては、P/F 比ではなく経皮的動脈血酸素飽和度（SpO2 値）や実際に要した酸素投

与量を基準に救急医療管理加算 1 を算定できるようにしていただきたい。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
 
 
 
 

 
  

-39-



2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本人類遺伝学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

B 医学管理等 001 23 
 
○ 名称（技術名等） 

特定疾患治療管理料（がん患者指導管理料） 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

従来からある「がん患者指導管理料イ」は「がん診療の経験を有する医師」と「がん患者の

看護に従事した経験を有する専任の看護師」で 500 点算定可能です。 
しかし今回 HBOC の一部保険診療化で新設された「がん患者指導管理料ニ」は「臨床遺伝学

に関する十分な知識を有する医師」と「がん診療の経験を有する医師」が 2 名で対応しても

300 点しか算定されません。「臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師」が看護師よりも

低く算定されることに矛盾を感じます。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

「がん患者指導管理料ニ」については「がん患者指導管理料イ」と同様かそれ以上の算定が

望ましい。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本臨床栄養学会（及び日本臨床栄養協会） 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

C 在宅医療 013 
 

○ 名称（技術名等） 
在宅患者訪問褥瘡管理指導料 

 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

「初回カンファレンスを起算日として 3 月以内に評価カンファレンスを実施した場合に 2 回

目のカンファレンスとして算定できる。」 
 栄養食事指導を実施して、実施状況を確認するには、1 月以内にする必要がある。 

栄養管理が適切でない場合は、修正が必要である。その修正部分の確認が再度必要とな

る。この初期の栄養状態の確認がその後の褥瘡の治癒に関係してくる。 
従って、在宅患者訪問栄養食事指導料のように初期の段階では、患者 1 人につき月 2 回に

限り算定できるようにする必要がある。 
※当該カンファレンスとは別に継続的に実施する必要のある訪問栄養指導を併せて行う場

合には、区分番号 C009 在宅患者訪問栄養指導料を算定することができる。とあるが、在

宅患者訪問褥瘡管理指導料だけでも解決できるようにするとよい。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

褥瘡管理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して 6
月以内に限り、当該患者 1 人につき 4 回に限り所定点数を算定する。 
(8) 「注１」については、初回カンファレンス時に算定できる。また、初回カンファレンスを

起算日として 1 月以内に評価カンファレンスを実施した場合に 2 回目のカンファレンスとし

て算定できる。2 回目のカンファレンスの結果、継続して指導管理が必要と認められた場合に

限り、初回カンファレンス後 6 月以内に実施した 4 回目の評価カンファレスについても実施

した場合に、算定することができる。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本小児内分泌学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

C 在宅医療 150 7 
 
○ 名称（技術名等） 

血糖自己測定器加算（間欠スキャン式持続血糖測定器によるもの） 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

「間欠スキャン式持続血糖測定」を行っていても「自己血糖測定」が必要であることは日本

糖尿病学会の見解（2020 年 4 月 改定第 3 版）でも述べられており、その点はその他の「持

続血糖測定器」と同様である。したがって「間欠スキャン式持続血糖測定器によるもの」が

「血糖自己測定器加算」に含まれていて「自己血糖測定」の加算ができないことは不合理で

ある。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

「自己血糖測定器加算」とは別に、「間欠スキャン式持続血糖測定器加算」を認めていただき

たい。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ） 
条件は血糖の変動の激しい症例 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本痛風・尿酸核酸学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

D 検査 004 3 
 
○ 名称（技術名等） 

穿刺液・採取液検査 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

関節液検査は、髄液一般検査等と同様に臨床診断に欠かせないものとして確立されており、

穿刺液・採取検査に関節液検査の項目を追加すべきである。所定点数としては外見、比重、

細胞数、細胞の種類判定及び尿酸塩結晶、ピロリン酸結晶、塩基性カルシウム結晶の同定の

検査等が含まれるため、精液一般検査に準じて 70 点が付与されることが妥当である。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

これまでの検査体系が不合理であり、改善を期待する。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本遺伝カウンセリング学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

D 検査 006-4 
 
○ 名称（技術名等） 

遺伝学的検査 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

遺伝学的検査の先天性難聴は 3,880 点の点数ですが一方若年発症型両側性感音難聴は 8,000
点と点数の乖離があります。両疾患は臨床上鑑別が困難でそれぞれ別の遺伝学的検査として

区別すること自体意義が薄く不合理と考えます。両者とも複数の遺伝子を解析する処理が複

雑なものであるため両者を区別せずに「難聴の遺伝学的検査」として 8,000 点とすることが

妥当と考えます。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

臨床上鑑別が困難な先天性難聴と若年発症型両側性感音難聴については区別せずに処理が複

雑な遺伝学的検査とし同一点数とする。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本人類遺伝学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

D 検査 006-4 
 
○ 名称（技術名等） 

遺伝学的検査 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

2019 年よりがんゲノムプロファイリング検査が保険収載されたが、そこで検出される生殖細胞系列バリア

ント(いわゆる｢二次的所見：SF｣)の確定診断のための遺伝性腫瘍関連遺伝学的検査を含めた遺伝診療は保

険未収載であり、がんゲノム医療の出口の 1 つが閉塞しているという著しい不合理・矛盾が生じている。 
腫瘍関連の遺伝学的検査に関しては具体的には下記の課題である。 
 現在保険承認されているものは、がん疾患発症例における RB1、RET、BRCA1、BRCA2、MEN1 の

みである。 
 生殖細胞系列病的バリアントが同定された場合あるいはそれが疑われる場合、保険未収載である確認

検査を一次的所見開示当日に実施すると混合診療となってしまい、現実的に不可能であるという根本

的な課題がある。 
 マイクロサテライト不安定性(MSI)検査が保険収載になっているにもかかわらず、Lynch 症候群確定診

断のための遺伝学的検査が公的保険で未収載であるという矛盾がある。 
 2020 年 4 月より遺伝性乳癌卵巣癌症候群(Hereditary breast and ovarian cancer syndrome : HBOC)

の遺伝学的検査や、原因遺伝子である BRCA1 または RCA2(BRCA1/2)病的バリアント保持者のうち

乳癌または卵巣癌既発症者に対するリスク低減手術などが保険収載された。一方で乳癌または卵巣癌

未発症者に対する HBOC 診療は保険未収載であり倫理的な面からも大いに課題が残る。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

 がん遺伝子パネル検査に収載されていて開示対象の遺伝性腫瘍関連遺伝子の遺伝学的検査の保険収載

を期待する。がん罹患者のみならず、がん発症高リスクの血縁者（シングルサイト検査）、および高リ

スク群に対する遺伝学的検査が保険収載されることが期待される。 
 乳癌または卵巣癌未発症者に対する HBOC 診療の保険収載を期待する。 

 

理事会コメント 

（ 採用 ） 
難解な領域ですが、研究の領域ですと保険収載は困難と思います。 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本人類遺伝学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

D 検査 006-4 
 
○ 名称（技術名等） 

遺伝学的検査（難病等） 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

臨床的妥当性、臨床的有用性、分析的妥当性を満たす指定難病ないしは小児慢性特定疾病の

遺伝学的検査の適応拡大を申請したが、特に小児慢性特定疾病の適応は得られなかった。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

指定難病に加え、小児慢性特定疾病においても、臨床的妥当性、臨床的有用性、分析的妥当

性が確立されている場合には、遺伝学的検査の保険適応を期待する。 
 

理事会コメント 

（ 不採用 ） 
対象疾患が多数に及び、保険適応は難しいと思います。 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本遺伝カウンセリング学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

D 検査 007 38 
 
○ 名称（技術名等） 

血液化学検査（血中セレン測定） 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

令和 2 年度、改正後の診療報酬点数で、血中セレン測定(検査 D007-38、144 点)の留意事項でその保

険適応は”長期静脈栄養管理若しくは長期成分栄養剤を用いた経腸栄養管理 を受けている患者、人工

乳若しくは特殊治療用ミルクを使用している小児患者又は重症 心身障害児（者）”に対象患者が限定

されています。その他のセレン欠乏のハイリスクの患者である透析、拡張性心筋症、神経性食欲不振

症、C 型慢性肝炎・肝硬変においてはセレンの採血が制限されています。セレンと同じ診療報酬区

分・診療報酬番号である亜鉛にはこのような留意事項はありません。その一方で末期腎不全患者の死

亡率、感染症死との相関はセレンの方が亜鉛より高いことが報告されています（Tonelli et al. Clin J 
Am Soc Nephrol. 2018）。また特に本邦では血液透析患者における 5 年の観察研究で低セレン血症が

死亡、感染症死に相関することが示されています（Fujishima et al. Nephrol Dial Transplant. 
2011）。中国からの報告では COVID-19 の感染罹患とセレン血中濃度に相関があることが最近示され

ています（Zhang et al. Am J Clin Nutr. 2020 ）。一般人口も含め感染予防の面での栄養管理の重要

性が指摘されています。さらに令和元年 5 月に低セレン血症を効能・効果とする亜セレン酸ナトリウ

ム注射剤が薬価収載されており、その適正使用にも血中濃度測定が必須と考えます。他の微量元素

（亜鉛）との比較、本邦における重要性、今後の感染症予防対策上、血中濃度測定の縛りは上記の”

経腸栄養剤等使用患者”のみへの縛りは不合理と思われます。 
 

○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 
広い患者層におけるセレンの生命予後や感染予防の面での重要性を認めていただきたく思います。1．

点数を 144 点から亜鉛と同じ 140 点に落とすことや 2．「診察及び他の検査の結果からセレン欠乏症が

疑われる場合の診断及び診断後の経過観察を目的として実施した場合」の縛りはそのままでよいの

で、患者の限定を解除いただくことを要望します。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本臨床整形外科学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

D 検査 008 25～36 
 
○ 名称（技術名等） 

内分泌学的検査（骨粗鬆症における骨代謝マーカー測定要件の見直し） 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

骨粗鬆症治療は継続する必要があり、適切な治療薬の選択、治療効果の判定のためには骨代

謝マーカーの測定が有用である。しかし、現在は定期的な検査が保険診療上認められておら

ず、現在処方している薬剤が本当に有効であるのか判断できない。治療方針変更時の測定が

認められているが、検査をしないと治療方針を変更すべきかどうか分からず、不合理であ

る。マーカーによっても算定基準が一定でないなど、合理的ではない。効果的かつ合理的な

骨粗鬆症治療を行うために、適切なマーカー測定が行えるようにしてもらいたい。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

骨粗鬆症はロコモティブシンドローム、フレイル、サルコペニアなどの原因となる疾患であ

り、高齢化に伴い益々患者は増加すると思われる。そうした観点からも、より治療を有効な

ものとするため、6 月に一度程度の骨代謝マーカー測定を認めてもらいたい。また、マーカー

によって算定条件が異なっているため、同一の条件にしてもらいたい。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本透析医学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

D 検査 012 18 
 
○ 名称（技術名等） 

感染症免疫学的検査 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

HIV－1,2 抗体定量 127 点は、HIV 感染を疑う場合のみ保険適応となっているが、自治体に

より術前・処置前検査として認められている所もある。観血的処置が行われる透析患者であ

っても、現在はぼ認められていない。日本透析医学会の調査では、HIV 透析患者の受け入れ

に拒否的な透析施設が多く存在している。透析患者の透析導入時や、新施設への転入時に、

本検査を認めれば、透析患者の感染状況が分かり、HIV 透析患者の受け入れが促進される可

能性がある。また、感染制御の面からも必要と思われ、ガイドラインでも推奨されているの

で、透析患者で認められないのは不合理である。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

観血的処置である透析での転入時や導入時で認めてもらいたい。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本臨床整形外科学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

D 検査 017 
 
○ 名称（技術名等） 

排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

関節液の細胞数や細胞分類によって性状を検査することは、非炎症性、炎症性、化膿性出血

性の鑑別が可能で、その原因疾患を知るため非常に有用である。しかし、現在は関節液の染

色、細菌培養同定検査のみしか保険診療上算定出来ない。細胞数の同定や結晶成分の同定等

は診断的価値が高く、外注にて費用は医療機関負担となっている事が不合理である。その為

には、採取した関節液を偏光顕微鏡での評価を算定項目に追加してもらいたい。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

関節水腫の貯留が確認される、痛風患者では、放置すると腎障害や、さらにはメタボリック

シンドロームとも関連するため、早期の診断が重要である。関節液の偏光顕微鏡での検査に

は診断的価値も高く、適確な治療が選択でき、過剰な検査も減らすことが可能で、今後も有

用性が見込まれる。生活習慣病などにも関連性の高い検査であるので、次回は必ず採用して

もらいたい。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本心血管インターベンション治療学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

D 検査 206 注 2 ⑦ 
 
○ 名称（技術名等） 

冠攣縮性狭心症の診断における冠攣縮誘発薬物負荷試験 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

D 206 冠攣縮性狭心症の診断における冠攣縮誘発薬物負荷試験を行った場合の加算は 800 点

だが、検査に必要な医材代 2,100 点+薬代 37 点であり、医材代、薬代の合計が保険点数分を

上回っている。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

医材代、薬代を相殺できる点数とする。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本高血圧学会（日本循環器学会） 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

D 検査 214 6 
 
○ 名称（技術名等） 

血圧脈波検査 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

D214 6 の血管伸展性検査は、「描写し記録した脈波図により脈波伝達速度を求めて行うも

の」とされており、脈波伝達速度は動脈硬化の初期のステージである血管スティフネスを評

価するものである。しかし、対象病名は四肢の血圧比によって得られる ABI 検査にて評価さ

れる「閉塞性動脈硬化症または疑い」のみに限られており、診療項目上の検査と実際の病名

を評価する検査に齟齬がある。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

日本循環器学会・日本糖尿病学会からの合同声明である「糖代謝異常者における循環器病の

診断・予防・治療に関するコンセンサスステートメント」、高血圧治療ガイドライン 2019 に

おいても、ABI 検査のみならず脈波伝達速度を求める CAVI 検査や PWV 検査が、個別に心

血管病の予測因子として評価されている。よって、対象病名を閉塞性動脈硬化症に限らず、

上記指針に合わせ高血圧及び糖尿病患者に対する循環器疾患(脳卒中、冠動脈疾患等)に拡大す

るとともに、現在、診療報酬請求上、目的が異なる検査にも関わらず、包括されている事を

鑑み、現行の D214 6 を ABI 検査で 100 点、脈波検査（CAVI もしくは PWV）で 100 点と

し、個別に両方の算定が可能となる事を期待する。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本心血管インターベンション治療学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

E 画像診断 200-2 
 
○ 名称（技術名等） 

血流予備量比コンピューター断層撮影 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

特掲診療料の施設基準等の通達（保医発 0305 第 3 号令和 2 年 3 月 5 日）から、「第 35 の 2
血流予備量比コンピューター断層撮影の施設基準 (2)画像診断管理加算 2 又は 3 に関する施

設基準を満たすこと」、と明記されたが、平成 20 年 7 月の取扱いに係る疑義照会資料から

（問 19）区分番号 E200 コンピューター断層撮影の疑義解釈に基づき、冠動脈 CT と同様

に、厚生支局に画像管理加算１の施設が届け出を申請したが、「疑義は E200 であり、4 月よ

り告示された区分番号 E200-2 ではないため不受理」となり、各地で FFR-CT を臨床使用出

来なくなった施設が多数みられたために不合理申請を行った。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

日本循環器学会・日本糖尿病学会からの合同声明である「糖代謝異常者における循環器病の

診断・予防・治療に関するコンセンサスステートメント」、高血圧治療ガイドライン 2019 に

おいても、ABI 検査のみならず脈波伝達速度を求める CAVI 検査や PWV 検査が、個別に心

血管病の予測因子として評価されている。よって、対象病名を閉塞性動脈硬化症に限らず、

上記指針に合わせ高血圧及び糖尿病患者に対する循環器疾患(脳卒中、冠動脈疾患等)に拡大す

るとともに、現在、診療報酬請求上、目的が異なる検査にも関わらず、包括されている事を

鑑み、現行の D214 6 を ABI 検査で 100 点、脈波検査（CAVI もしくは PWV）で 100 点と

し、個別に両方の算定が可能となる事を期待する。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本小児循環器学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

J 処置 024 
 
○ 名称（技術名等） 

酸素吸入（1 日につき） 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

通知 3 肺血流増加型先天性心疾患の患者に対して、呼吸循環管理を目的として低濃度酸素吸

入を行った場合は、区分番号 J024 酸素吸入の所定点数を算定する。とあるが、基本的に酸素

吸入と窒素と酸素を混合して低酸素とし、肺血流を減少させる治療は同一ではない。血圧、

酸素飽和度、尿量等のモニタリングが必要であり、その管理に熟練を要する。そのため酸素

吸入と低酸素吸入は別の項目で扱うべきである。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

酸素吸入から低酸素療法を分離して扱って欲しい。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本アフェレシス学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

J 処置 039 
 
○ 名称（技術名等） 

血漿交換療法 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

既収載医療処置である J039 血漿交換療法の対象疾患に新たに「抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎

に伴う急速進行性間質性肺炎」を加えて頂きたく今回の提案を行いました。 
「１－②－ⅱ 使用する医薬品及び医療機器等について医薬品医療機器等法上の承認が確認

できないもの」との区分で判定がなされましたが、血漿交換療法で用いる医療機器である膜

型血漿分離器は「血漿交換療法において、血液中から血漿を分離すること」を使用目的、又

は効果として、既に医療機器としての承認、保険適用がなされております。このことから、

本判定は事実と異なり不合理であると考えられます。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

本会からの提案に対し「医療技術評価分科会における評価の対象とならないもの」とのご判

定がなされたとしても、その理由が②－ⅰ（有効性をデータで示すことが出来ない）である

のか②－ⅱ（医薬品医療機器等法上の承認が確認できない）であるのかにより、有効性を示

すデータを集積すればよいのか、それとも新たに機器の承認を目指すべきなのか、といった

次回以降の診療報酬改定時の提案に向けた基本方針が変わってまいります。このため 2022 年

度診療報酬改定時には正当な区分によるご判定と、「抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎に伴う急速

進行性間質性肺炎」の J039 血漿交換療法への保険適応算定の拡大を期待いたします。。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本腎臓学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

J 処置 039 (15) 
 
○ 名称（技術名等） 

血漿交換療法 
薬物治療抵抗性・進行性原発性ネフローゼ症候群に対する LDL アフェレシス療法 

 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

LDL アフェレシス療法は薬剤抵抗性のネフローゼ症候群に対して一定の治療効果を有することは前向きコ

ホート研究である POLARIS 研究により明らかにされているだけでなく従来多くの報告があります。しか

し、J039 (15)では保険診療の対象となるのは巣状糸球体硬化症（FGS）に限られており、膜性腎症など他

の難治性ネフローゼ症候群をきたす疾患にはその恩恵を受けることができない状況となっています。同じ

難治性ネフローゼ症候群をきたしているにもかかわらず、原疾患により本治療を受けられないのは不合理

と考えます。また、導入の基準となるコレステロールの指標も「血清コレステロール」となっており、現

状の診療指標と齟齬をきたしています。事実、今般区分(17)の家族性高コレステロール血症では「血清総コ

レステロール」から「LDL コレステロール」に改訂されましたが、(15)は「血清コレステロール」のまま

になっています。整合性がなく、矛盾点と考えます。 
同様に、「巣状糸球体硬化症（FSG）」は現状の診療用語では、「巣状分節性糸球体硬化症（FSGS）」が正式

であり、改訂が必要と考えます。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

ネフローゼ症候群に対する LDL アフェレシス療法（LDL-A）は J039 の第 15 項において巣状糸球体硬化

症（FGS）（現在は巣状分節性糸球体硬化症：FSGS）に限って保険診療が認められていますが、この条項

が制定されましたのは 1992 年のことです。それ以来 30 年の間に LDL-A は広く適用され、数多くの症例

報告や前向き研究である POLARIS 研究においても LDL-A は FSGS 以外の疾患にも有効であるというエ

ビデンスが蓄積されています。しかしながら、実臨床では LDL-A によりネフローゼ症候群から離脱しうる

症例であっても FSGS でなければ保険診療が不可能であるため治療が見送られる状況になっております。

2022 年度の診療報酬改定時にのぞむことは、実臨床を反映して診療名称や指標を改め、FSGS 以外の疾患

に対しても保険診療として LDL-A が施行できるように改訂していただくことを強く期待します。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本新生児成育医学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

J 処置 045-2 
 
○ 名称（技術名等） 

一酸化窒素吸入療法 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

『新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場合』とあり新生児（日齢 28 未満）のみにし

か適応がないが、日齢 28 以降の経過中に発症した低酸素性呼吸不全の場合は適応にならない

こと。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

日齢 28 以降の児への適応の拡大が望まれる。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ） 
新生児の状態や病態により個人差があるので、要件を加えれば適応可能と考えます。 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本小児循環器学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

K 手術 570-4 
 
○ 名称（技術名等） 

経皮的肺動脈穿通・拡大術 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

経皮的肺動脈弁穿通・拡大術として提案させていただきましたが、医科診療報酬点数表によ

れば経皮的肺動脈穿通・拡大術となっています。手技の内容を誤解されないよう経皮的肺動

脈弁穿通・拡大術の名称としていただきたい。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

1. 心エコー、CT、MRI など各種画像検査、心臓カテーテル検査など侵襲的検査においても

新生児や乳児の加算を検討していただきたい。 
2. 異なったカテーテル治療を同時に実施した場合の手技料加算を考慮していただきたい。 

 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本小児循環器学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

K 手術 598 1 / 598-2 1 
 
○ 名称（技術名等） 

両心室ペースメーカー移植術／両心室ペースメーカー交換術 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

K598, K598-2 心筋電極の場合の施設基準 (5) "所定の研修を修了した常勤の循環器内科又は

小児循環器内科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ 2 名以上配置されている”とされ、心臓

外科医 2 名を含む 4 名の研修終了を必要とされています。しかし、それ以上に難易度が高い

K 599, K 599-2, K599-3, K599-4 の心筋リード・心筋電極の場合の施設基準では”常勤の循

環器内科又は小児循環器内科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ 2 名以上配置されており、

そのうち 2 名以上は、所定の研修を修了している”とされ、必要な研修修了者は 2 名となっ

ております。本学会からの申請では、K598 の施設基準は K599 と同じ基準であったのです

が、K598 の基準が変更された理由が明確ではありません。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

K598, K598-2 の施設基準 (5)を、K 599, K 599-2, K599-3, K599-4 の施設基準 (5)に統一し

ていただきたい。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本透析医学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

K 手術 612 1 
 
○ 名称（技術名等） 

末梢動静脈瘻造設術 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

前まで K610-3 内シャント又は外シャント設置術 18,080 点であったが、改定により K612-1
末梢動静脈瘻増設術単純なもの 12,080 点と減点された。外保連試案 2020 では人件費＋償還

できない費用として 168,070 円と計算されており、改定における減点根拠が全く示されてい

ない。また改定前の末梢動静脈瘻増設術は 77,600 点であったがこれは内シャント設置術を対

象としていない点数であり、これと名称を統一することに関しての根拠も示されていない。

透析患者において内シャント設置術が医療の根幹をなすものであり根拠なき変更に異議を申

し上げたい。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

人件費と償還されない費用に合わせて増点を希望する。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本放射線腫瘍学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

M 放射線治療 001 
 
○ 名称（技術名等） 

対外照射（強度変調放射線治療［IMRT］） 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

IMRT の施設要件として、「週 3 日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週

22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を 2 名以上組み合わせることにより、常勤

医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師

の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる」と改定されたが、このよう

な条件を満たす非常勤医師数は十分とは言えず、改定後の施設要件を満たせる施設数は限ら

れることが予測される。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

本条件を緩和されるか、非常勤医師の代わりに医学物理士で代替することを検討していただ

きたい。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本ハイパーサーミア学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

M 放射線治療 003 (4) 
 
○ 名称（技術名等） 

電磁波温熱療法 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

今回の改定で「なお、医学的な必要性から、一連の治療過程後に再度、当該療法を行う場合

は、2 月に 1 回、2 回を限度として算定する。」という一文が追加されました。 
この文章ですと一連が意味する疾患や病態が不明確になります。 

 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

この一連の定義を以下のようにして頂きたい。 
「一連の算定後に治療を継続する必要が認められる場合、以降 2 か月毎に 1 回所定点数を算

定できる」。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ・ 不採用 ） 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本病理学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

N 病理診断 003-2 
 
○ 名称（技術名等） 

迅速細胞診 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

「迅速細胞診は、手術、気管支鏡検査（超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法の実施時に限る。）

又は内視鏡検査（膵癌又は胃粘膜下腫瘍が疑われる患者に対して超音波内視鏡下穿刺吸引生

検法の実施時に限る。）の途中において腹水及び胸水等の体腔液又はリンパ節穿刺液を検体と

して標本作製及び鏡検を完了した場合において、1 手術又は 1 検査につき 1 回算定する」が

新設されたが、膵癌または胃粘膜下腫瘍が疑われる患者に対して超音波内視鏡下穿刺吸引細

胞診で腹水等の体腔液やリンパ節を穿刺することは 100%あり得ない行為である。新設された

経緯が不明である。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

「迅速細胞診は、手術、気管支鏡検査（超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法の実施時に限る。）

又は内視鏡検査（膵癌又は胃粘膜下腫瘍が疑われる患者に対して超音波内視鏡下穿刺吸引生

検法の実施時に限る。）の途中において腹水及び胸水等の体腔液又はリンパ節穿刺液または腫

瘍穿刺液を検体として・・」のように「腫瘍穿刺液」を追記すること。 
 

理事会コメント 

（採用） 
文章の間違いであると思われる学会からの指摘なので、すぐに修正すべきでしょう。 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本消化器内視鏡学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

N 病理診断 003-2 2 
 
○ 名称（技術名等） 

迅速細胞診 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

今回の改定で、N003-2 迅速細胞診 2 検査中の場合 の内容として、超音波内視鏡下穿刺吸

引生検法の途中における場合を追加していただきましたが、その対象が膵癌または胃粘膜下

腫瘍が疑われる患者に対してと限られている点が不合理であると思います。超音波内視鏡下

穿刺吸引生検法は、膵癌または胃粘膜下腫瘍が疑われる場合にのみ施行するのではなく、食

道・十二指腸・結腸・直腸の粘膜下腫瘍や、胆管腫瘍、腹腔内リンパ節・縦隔リンパ節など

に対しても行う検査法であり、その場合の迅速細胞診の有用性は同等です。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

対象を膵癌または胃粘膜下腫瘍に限らず、すべての超音波内視鏡下穿刺吸引生検法としてい

ただきたいと思います。（超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法の場合はそこに疾患の限定はござ

いませんので、超音波内視鏡下穿刺吸引生検法の実施時の場合も疾患の限定を外していただ

きたいと思います。） 
 

理事会コメント 

（採用） 
超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診新は胃や膵臓の腫瘍のみでなく種々の臓器において臨

床的に極めて重要な検査法であるので、この学会からの提案については是非奏功する

ようにお願いいたします。 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本病理学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

N 病理診断 006 
 
○ 名称（技術名等） 

病理診断料 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

N006 病理診断料は病理医師の技術である病理診断を行った際に算定される「医師の技術料」

である。これが現在は、何回診断しても「1 患者につき月 1 回のみの算定」とされている。

例えば、月初めに胃生検を実施し病理診断を行った場合には 450 点算定できるが、月半ばに

婦人科で組織を採取し、病理診断を行った場合には病理診断料は 0 点、さらに同月内に胃手

術が行われ、胃手術検体の病理診断を行った場合にも 0 点である。医師の技術が「ただ働

き」の評価としてなっており、納得がいかない。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

病理診断料の毎回算定を希望します。 
 

理事会コメント 

（採用） 
重複がんなどの場合、もちろん、同一月に異なる臓器からの採取検体の病理診断が必

要となるケースは少なからずあるので学会の要望は妥当だと思います。 
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2020 年度診療報酬改定による不合理や矛盾点について 

 

学 会 名 日本臨床細胞学会 

 
○ 2020 年度診療報酬改定結果 

不合理 
 
○ 医科点数表区分番号 

N 病理診断 006 2 注 4 
 
○ 名称（技術名等） 

病理診断料 2 細胞診断量 注 4 イ 病理診断管理加算 1、ロ 病理診断管理加算 2 
 
○ 申請理由（不合理または矛盾点の理由） 

平成 24 年改定で収載された病理診断管理加算は、精度管理的意味あいをなし、病理診断料を

算定した場合に加算される。全症例が診断扱いとなる組織診断では問題は生じないものの、

細胞診の場合、細胞診断料が算定できない比率が高く（特に婦人科細胞診）、対象外になって

いる。しかし精度管理はその施設の全症例に対して同様に行われる行為であり、一部の検体

だけ精度管理を行わない、ということは不可能であり、大きな矛盾を抱えている。 
 
○ 2022 年度診療報酬改定時に期待すること 

細胞診検体全例への病理診断管理加算の算定。 
 

理事会コメント 

（ 採用 ） 
条件として前例でなく、特に必要な条件を加える必要があると思います。 
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第５号議案．定款変更の件 

現行定款の一部を次の通り変更する。 
I. 第３章 社員総会 

 
① （開 催）第 13 条 

1. 変更の理由：社員総会の開催は、特段の事情が発生した場合の規定を追記する。 
2. 変更の内容：変更の内容は、次の通りである。 

（変更箇所は赤字部分） 
変更前 変更後 

（開 催） 
第 13 条 定時社員総会は理事会の決議に基づ

き理事長が招集し，毎年 1 回，毎事業年度終了

後 3 ヶ月以内に開催する．      
2 臨時社員総会は，次の各号の一に該当する場

合に開催する． 
(1) 理事が必要と認め，理事会に招集の請求を

したとき 
(2) 総会員の議決権の 5 分の 1 以上を有する会

員から，会議の目的である事項及び招集の理由

を記載した書面により，招集の請求が理事長に

あったとき 

（開 催） 
第 13 条 定時社員総会は理事会の決議に基づ

き理事長が招集し，毎年 1 回，毎事業年度終了

後 3 ヶ月以内に開催する．ただし，特段の事情

がある場合，予め書面によりその旨を通知する

ことにより，その開催時期を変更することがで

きる．      
2 臨時社員総会は，次の各号の一に該当する

場合に開催する． 
(1) 理事が必要と認め，理事会に招集の請求を

したとき 
(2) 総会員の議決権の 5 分の 1 以上を有する会

員から，会議の目的である事項及び招集の理由

を記載した書面により，招集の請求が理事長に

あったとき 

 
② （招集）第 14 条 

1. 変更の理由：Web 参加における議決権の行使について追記する。 
2. 変更の内容：変更の内容は、次の通りである。 

（変更箇所は赤字部分） 
変更前 変更後 

（招 集） 
第 14 条 社員総会は，法令に別段の定めがあ

る場合を除き，理事会の決議に基づき理事長

が招集する． 
 2 社員総会を招集するときは，会議の日

時，場所，議案等を記載した書面をもって，

開催日の 2 週間前までに通知しなければなら

ない． 

（招 集） 
第 14 条 社員総会は，法令に別段の定めがあ

る場合を除き，理事会の決議に基づき理事長

が招集する． 
 2 社員総会を招集するときは，会議の日

時，場所，議案等を記載した書面をもって，

開催日の 2 週間前までに通知しなければなら

ない． 
3 理事長が必要と判断した場合は即時性と双

方向性をもった Web 会議システム等での出席

を認めるものとする． 
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③ （議 長）第 15 条 
1. 変更の理由：理事長が欠けたときの規定を追記する。 
2. 変更の内容：変更の内容は、次の通りである。 

（変更箇所は赤字部分） 
変更前 変更後 

（議 長） 
第 15 条 社員総会の議長は，理事長がこれに

当たる．  
 

（議 長） 
第 15 条 社員総会の議長は，理事長がこれに

当たる．  
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠け

たときは，理事長があらかじめ理事会の承認を

得て定めた順位に従い副理事長がこれに代わ

るものとする． 
 
II. 第４章 役員 

① （役員の設置）第 20 条 
1. 変更の理由：理事の人数について上限を変更する。 
2. 変更の内容：変更の内容は、次の通りである。 

（変更箇所は赤字部分） 
変更前 変更後 

（役員の設置） 
第 20 条 この法人に，次の役員を置く． 
(1) 理事 10 名以上 15 名以内 
(2) 監事 2 名以内  

（役員の設置） 
第 20 条 この法人に，次の役員を置く． 
(3) 理事 10 名以上 20 名以内 
(4) 監事 2 名以内  

 
III. 第５章 理事会 

① （招 集）第 29 条 
1. 変更の理由：理事会における議長代理について、文言を変更する。 
2. 変更の内容：変更の内容は、次の通りである。 

（変更箇所は赤字部分） 
変更前 変更後 

（招 集） 
第 29 条 理事会は，理事長が招集し，議長と

なる． 
2 理事長に事故若しくは支障があるときは，理

事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた

順位に従い副理事長がこれに代わるものとす

る． 

（招 集） 
第 29 条 理事会は，理事長が招集し，議長と

なる． 
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠け

たときは，理事長があらかじめ理事会の承認を

得て定めた順位に従い副理事長がこれに代わ

るものとする． 
3 理事長又は前項により定めた副理事長が必

要と判断した場合は，即時性と双方向性をもっ

た Web 会議システム等での出席を認めるもの

とする． 
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IV. 第６章 委員会 
① （委員会）第 34 条 

変更の理由：診療領域別委員会の記載方法を変更する。 
1. 変更の内容：変更の内容は、次の通りである。 

（変更箇所は赤字部分） 
変更前 変更後 

（委員会） 
第 34 条 この法人の事業を推進するために必

要な下記の委員会を設置する．  
【診療領域別委員会】 
(1) 検査関連委員会 
(2) 放射線関連委員会    
(3) リハビリテーション関連委員会      
(4) 消化器関連委員会      
(5) 循環器関連委員会      
(6) 内分泌・代謝関連委員会      
(7) 糖尿病関連委員会      
(8) 腎・血液浄化療法関連委員会      
(9) 血液関連委員会     
(10) 呼吸器関連委員会     
(11) 神経関連委員会     
(12) 膠 原 病 ・ リ ウ マ チ 性 疾 患 関 連 委 員 会    
(13) 感染症関連委員会     
(14) 悪性腫瘍関連委員会     
(15) 精神科関連委員会     
(16) 心身医学関連委員会 
(17) 小児関連委員会     
(18) 女性診療科関連委員会     
(19) 内科系診療所委員会     
(20) 在宅医療関連委員会     
(21) 栄養関連委員会     
(22) 病理関連委員会     
(23) アレルギー関連委員会 
(24) 内視鏡関連委員会   
(25) その他理事会が必要と認めて設置する委員会 
2 委員会の設置及び解散は理事会が決定する．  
3 各委員会の委員は，会員により構成される．     
4 各委員会に委員長 1 名を置き，理事会の推薦

に基づき，理事長が委嘱する．副委員長は委員

長の指名により選任される．      
5 その他，委員会の組織，運営に関し必要な事

項は，別に定める委員会規則による． 

（委員会） 
第 34 条 この法人の事業を推進するために診

療領域別委員会のほか，必要な委員会を設置す

る．   
2 委員会の設置及び解散は理事会が決定する．  
3 各委員会の委員は，会員により構成される．     
4 各委員会に委員長 1 名を置き，理事会の推薦

に基づき，理事長が委嘱する．副委員長は委員

長の指名により選任される．      
5 その他，委員会の組織，運営に関し必要な事

項は，別に定める委員会規則による． 
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第６号議案．会員規則変更の件 

現行会員規則の一部を次の通り変更する。 
 
(1) 第 5 条 役員 

1. 変更の理由 
役員の内、監事に就任する資格の年齢制限を撤廃する文言を追記する。 

2. 変更の内容 
変更の内容は、次の通りである。 

（変更箇所は赤字部分） 
変更前 変更後 

（役員） 
第 5 条 理事会及び運営委員会にて候補者を決

定し，総会の承認を得る．なお，役員に就任す

る資格は，75 歳未満とする． 

（役員） 
第 5 条 理事会及び運営委員会にて候補者を決

定し，総会の承認を得る．なお，役員に就任す

る資格は，監事を除き 75 歳未満とする． 

 

-70-









所在地 〒112−0012 東京都⽂京区⼤塚5-3-13
⼩⽯川アーバン4F 学会⽀援機構内
TEL：03−5981−6011
FAX：03−5981−6012
e-mail：jscrt@asas-mail.jp

⽬的：本会は腎移植の臨床に関する諸問題につき検討を⾏い、腎移植の推進
をはかり、その成績の向上に資すること、ならびにその関連分野の発展普及
をはかることを⽬的とする。

設⽴年度：1969年
会員数 ：1500名
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役員名簿 令和2年3⽉現在

理事⻑ 剣持 敬 藤⽥医科⼤学医学部 移植・再⽣医学

副理事⻑ 杉⾕ 篤 ⽶⼦医療センター
⽥邉 ⼀成 東京⼥⼦医科⼤学 泌尿器科

理事 10名 (五⼗⾳順) 内⽥ 潤次 ⼤阪市⽴⼤学⼤学院 医学研究科泌尿器病態学
⼤段 秀樹 広島⼤学⼤学院 先進医療開発科学講座外科学
河地 茂⾏ 東京医科⼤学⼋王⼦医療センター 外科学第五講座
宍⼾ 清⼀郎 東邦⼤学医学部 腎臓学教室
武⽥ 朝美 名古屋第⼆⾚⼗字病院 腎臓病総合医療センター
中川 健 東京⻭科⼤学市川総合病院 泌尿器科
中川 由紀 順天堂⼤学⼤学院 医学研究科泌尿器外科学講座
⻄ 慎⼀ 神⼾⼤学⼤学院 医学研究科腎臓内科 腎・⾎液浄化センター
服部 元史 東京⼥⼦医科⼤学 腎臓病総合医療センター腎臓⼩児科
⼋⽊澤 隆 ⾃治医科⼤学 腎泌尿器外科学講座腎臓外科学部⾨

監事 2名 (五⼗⾳順) ⽔⼝ 潤 川島病院
吉村 了勇 国保京丹波町病院

事業

(1)学術集会の開催 

(2)機関誌等学術出版物の刊⾏ 

(3)腎移植医療に関わる認定事業 

(4)腎移植医療の普及啓発 

(5)腎及び他の諸臓器・組織の提供の推進 

(6)内外の関係学術団体との連絡及び提携事業 

(7)その他この法⼈の⽬的を達成するために必要な事業 
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特⾊
外科、泌尿器科の移植医を中⼼に始まった学界であるが、現在は移植内科医も
多く加わり、移植前、周術期、移植後まで含めた諸問題を学術集会を中⼼に討
議し、学会誌等での発表も⾏う。また、病理医、看護⼠、レシピエントコーディ
ネーター、ドナーコーディネーターの会員参加から、腎移植における臨床的諸
問題を広く取り扱い、腎移植医療の教育、発展に貢献していると考える。
ま腎移植に関わる外科系、内科系それぞれの認定医制度も施⾏している。

⽇本臨床腎移植学会保健員会活動実績
⽇本臨床腎移植学会、⽇本移植学会にあわせて定例委員会を年1,2回、必要に応
じて追加開催。腎移植時の検査／治療適正化、保険未収載項⽬の検討を⾏って
いる。

内科系学会として加盟を希望する理由

腎移植においては⼿術以外にも術前から術後まで多くの薬物療法、検査が
必要とされ、内科的管理の重要性から加盟を希望する。また、腎移植内科
医の参画も多く全臓器対応の移植学会では不⼗分な部分を補うため臨床腎
移植学会としての加盟を希望致します。
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加盟申請書 

学  会 名 ：一般社団法人 日本集中治療医学会 

学会設立年月日： 1974 年 2 月 9 日 

法 人 格 ： 有  無 

代 表 者 氏 名 ：西田 修 

代表者勤務先：藤田医科大学病院 集中治療部 

勤務先での役職：主任教授 

事 務 局 ： 

住 所：〒113-0033 

東京都文京区本郷 3-32-7 東京ビル 8 階 

電 話 番 号 ：03-3815-0589 

F A X 番 号 ：03-3815-0585 

E - m a i l ：jimu@jsicm.org 

事務担当者氏名：小野友紀 

会 員 数 ：10,757 名 

学術集会の開催：年 1 回 

学会誌の発行： 有  無 

発行回数：和文誌 年 6 回 

日本集中治療医学会雑誌 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsicm/-char/ja 

英文誌 年 12 回 

Journal of Intensive Care 

https://jintensivecare.biomedcentral.com/ 

保 険 委 員 会 ： 有  無 

  保険委員長氏名 武居哲洋 

これまでの保険委員会の活動実績 

2019 年度の活動実績 

1. 2020 年度診療報酬改定に向けた要望書提出

（参考資料）外保連-医療技術評価提案書一次評価（JSICM）.xls

2. 特定集中治療室（及びハイケアユニット）に係る課題について、厚生労働省の分科

会に提案

3. 重症度スコアの活用について検討

内科系学会として加盟を希望する理由： 

日本集中治療医学会は、特定集中治療室や小児特定集中治療室等に入室する患者の質と安

全を引き上げさらに向上させることを目的として学術活動を行っています。これまで、外

科系学会社会保険委員会連合を通じて、技術や処置、手術の診療報酬の要望をしてきまし

た。しかし、現状をみると、特定入院料の算定要件の改善や病院の医療の質に関連する院
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最新の情報提供と相談窓⼝
•重症患者登録システムCRISISを利⽤し、
COVID-19重症患者の集中治療の状況を提供
し、相談窓⼝も設置。

5
重症患者部⾨としての情報集約とその発信重症患者部⾨としての情報集約とその発信

JIPAD診療レジストリ
• JIPADは集中治療についての国内最⼤データベー
ス。年次レポートを作成し、他国と⽐較し、参加
施設に死亡率のベンチマークを提供。

6
重症患者部⾨の診療情報分析から提⾔へ重症患者部⾨の診療情報分析から提⾔へ
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急変対応RRSの普及推進
•⽇本臨床救急医学会、⽇
本循環器学会、⽇本蘇⽣
業議会、医療の質・安全
学会、医療安全全国共同
⾏動、⽇本⼩児救急医学
会と協働し、院内迅速対
応システム（rapid 
response system, RRSの
普及啓発を⾏う。

7
多領域との診療連携に重点。医療の安全を⾼める。多領域との診療連携に重点。医療の安全を⾼める。

加盟の⽬的
•これまで当学会は、外科系学会社会保険委員会
連合を通じて、技術や処置の診療報酬について
要望してきました。
•しかし、特定⼊院料の算定要件の改善や病院の
医療の質に関連する院内迅速対応システム
（RRS）の導⼊など、当学会が主となって解決
すべき課題は、内科系学会社会保険委員会連合
を通じて要望すべきと考え、加盟を希望します。
•また、貴連合に加盟される他の関連団体と協働
することも重要と考えております。
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